
 

 

 

Eメール  u-nagasaki@ yuseiunionkyusyu.jp ホームページ http://www.yuseiunionkyusyu.jp 

郵政ユニオン長崎の 

ホームページはこちら☞ 

 

 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
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開
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し
ま
し
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未
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バ
ッ
ク
ナ
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バ
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も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

  
 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

「
夏
期
・
冬
期
休
暇
の
見

直
し
（
修
正
提
案
）」
に
つ
い

て
、
５
月
９
日
に
日
本
郵
政

グ
ル
ー
プ
各
社
（
以
下
会
社
）

か
ら
修
正
提
案
が
あ
り
ま
し

た
。 夏

期
・
冬
期
休
暇
の
見
直

し
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
１ 

年
９
月
２
１
日
に
「
労
働
契

約
法
２
０
条
最
高
裁
判
決
を 

踏
ま
え
た
労
働
条
件
の
見
直

し
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え

方
」
が
会
社
か
ら
提
案
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
中
で
夏
期
・

冬
期
休
暇
に
関
し
て
は
、「
正

社
員
の
夏
期
・
冬
期
休
暇
を

各
２
日
、
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
社

員
、
期
間
雇
用
社
員
の
夏

期
・
冬
期
休
暇
を
各
１
日
と

す
る
」
案
が
示
さ
れ
て
い
ま

し
た
。  

こ
う
し
た
労
働
条
件
の
削

減
提
案
に
対
し
て
本
部
は
、

２
０
２
１
年
１
１
月
５
日
に

基
本
的
な
考
え
方
に
対
す
る

質
問
メ
モ
を
提
出
。
ま
た
２

０
２
２
年
１
月
１
４
日
に

「
労
働
契
約
法
２
０
条
最
高

裁
判
決
を
踏
ま
え
た
労
働
条

件
の
見
直
し
に
関
す
る
基
本

的
な
考
え
方
」
に
対
す
る
要

求
書
を
提
出
、
制
度
改
悪
を

許
さ
な
い
立
場
で
会
社
と
対

峙
し
て
き
ま
し
た
。  

郵
政
ユ
ニ
オ
ン
が
提
出
し

た
要
求
書
に
対
し
て
会
社
は
、

「
正
社
員
の
夏
期
・
冬
期
休

暇
の
見
直
し
は
必
要
」
と
し

た
う
え
で
「
ど
の
よ
う
な
方

策
が
可
能
な
の
か
、
引
き
続

き
検
討
を
進
め
る
」
と
回
答

し
て
い
ま
し
た
。  

今
回
の
回
答
は
、
こ
う
し

た
流
れ
で
「
修
正
提
案
」
と

い
う
形
で
出
さ
れ
た
も
の
で

す
。
な
お
、
２
０
２
３
年
４

月
４
日
に
提
出
し
た
「
夏
期

冬
期
休
暇
見
直
し
に
関
す
る

要
求
書
」
に
対
し
て
は
、
回

答
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

皆
さ
ん
、
今
回
の
修
正
提

案
は
あ
く
ま
で
も
提
案
で
あ

り
決
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
の
反
対
の
声
が
大
き

け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
再
度

修
正
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く

な
り
ま
す
。 

私
た
ち
と
一
緒
に
休
暇
削

減
に
反
対
の
声
を
上
げ
、
削

減
で
は
な
く
、
全
て
の
社
員

に
各
３
日
間
の
休
暇
付
与
を

勝
ち
取
り
ま
し
ょ
う
。 

 

修
正
提
案
に
つ
い
て
は
左

表
の
通
り
で
す
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 
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期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        

     夏期・冬期休暇の見直し案 （修正提案分） 

（１）グループ各社（日本郵便（郵便・物流）を除く  

①正社員 ・夏期・冬期休暇 各 1日（夏期２減、冬期１減） 

②アソシエイト社員 ・夏期・冬期休暇 各 1日（現行どおり）  

③期間雇用社員 ・夏期・冬期休暇 各１日（新設）  

 

（２）日本郵便（郵便・物流）  

①正社員 ・夏期・冬期休暇各 1日（夏期２減、冬期２減）  

②アソシエイト社員 ・夏期・冬期休暇 各 1日（現行どおり）  

③期間雇用社員 ・夏期・冬期休暇 各１日（新設）  

 

〇実施時期  2023年 10月 1日から実施する  

※2023 年度においては、夏期休暇は３日（実施日が 10 月 1 日となっている

ため）、冬期休暇日数は１日となる（冬期休暇の基準日が 10月 1日であるため） 

ただし、ゆうちょ銀行においては、冬期休暇をその年度の４月１日から付与され

ているため、2023 年度は見直し前の日数２日を適用する。  

〇休暇見直しに伴う基準内賃金の引上げ  

（１）内容  休暇縮減に伴う財源を用いてすべての正社員及び高齢再雇用社員に

対して基本給 1,600 円（基準内賃金１人あたり平均 1,700 円）の賃金改定を

行う（短時間勤務の場合は半額）  

（２）実施時期  2023年 12月 1日  

（３）現給保障の取扱い  今回の改正は休暇縮減に伴う財源を活用した賃金引

上げであることや社員の働き方への影響を考慮し、現給保障の消し込みは

行わない。  

〇休暇見直しに伴う業績手当等の見直し  

日本郵便の郵便・物流に従事する社員に限り、見直しによる縮減日数が１日多

いことから当該１日分の財源を用いて業績手当（業務）の見直しを行なう。業績

手当等については１人当たり月額 866 円、共通業務手当は１人当たり月額 900 

円とする。実施時期は 2023年 12月 1 日から。  

〇見直し後における連続休暇の取扱い  

（１）正社員及び高齢再雇用社員 連続休暇を希望する社員については、夏期冬 

期で各３日の連続取得ができるように改める。  

（２）アソシエイト社員及び期間雇用社員 年次有給休暇を夏期冬期で各３日の

連続取得することを奨励し、協約に明記する。  

実施時期は、正社員は 2024年４月 1日、アソシエイト社員及び期間雇用社員は 

2023年 10月 1日。  


